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大槌町と陸前高田市は、いずれも最も厳しい被害を受けた自治体である。提案者らが

自治体の復興計画策定に関わっていたので、都市工、社会基盤、建築の=専攻らの学生

と共に、現地調査、災害危険区域という制度を切り口に勉強会と議論を進めた。

その中で、災害危険区域という制度は、三陸が津波常襲地域であるにも関わらず、実

際に東日本大震災後の対応から明らかlこなったことは、行政が事後的な対応として進め

ているということだった。そのために、未来に向けて孫子の代に至るまでの自分のふる

さとを考える住民との距離が、災害危険区域の扱いをめぐる問題になっているといえる。

(以上、添付資料参照、うちー名の学生は査読論文にまで掘り下げた)

20 年前の 1993 年北海道南西沖地震にて壊滅的な被害を受けた奥尻町での現地調査や

ヒアリングも行った。当該地域は、 1983 年日本海中部地震でも津波が発生していたとき

は、津波が来るという認識がなかった。しかしそこから十年という時間の近さだったた

めに、すぐに逃げようという感覚はあったというお話を伺った。しかし、長い年月で考

えれば、ニ陸のような津波常襲地域という認識は全くなかったにも関わらず、連続的に

起こった二度の被害によって、津波に帯する防衛意識は非常に高まったといえる。以前

はまちの中心だった場所が災害危険区域指定後に、記念館と公園になっているが町民に

はほぼ利用されておらず、日常的な強風や良質とは言えない土壌の高台へ移転し、商店

中心部の指定という土地利用対策はあったものの賑わっているとはいえない状況をふま

えると、津波対策は過剰といえるものになってしまったのかもしれない。 (以上、添付

資料参照)

以上、=陸に広がる災害危険区域の今後の土地利用を考える示唆となったといえる。
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大槌/陸前高回現地視察 20130303"05 感想

社会基盤学科 3年松井京子

-小槌・大槌

景観研中井先生の授業でソj、槌神社前の屋台村については知っていたので現場を見ることができてよか

ったというのが一点。復興食堂脇で被災前の街模型を見たのが印象に残っている。以前の街を懐かしむ

こと自体に前向きな意味があるというよりは、これからの復興へむけて思いを共有し続けることが必要

なのだと感じた。それらしい湧水(というか自噴井?)を見ることができなかったのが心残り。

• 1 日自発表

直前にテーマのお知らせが届いたこととどのような成果が期待されているのかが不明だったため不安

なまま参加したが、適当に喋ったところ先生方がうまく回収してくださって予想以上に興味深い議論が

うかがえた、というのが本音である。災害危険区域の法制度そのものにも興味があったので児玉さんの

まとめが面白かった。

-赤浜

赤浜では防潮堤の拡張ではなく高台移転が共同体として早い段階から決定された、という話を好意的

な文脈で耳にしたことしかなかったので、古舘さんのお話の中で防潮堤拡張を希望する住民が少なから

ずいることや、討議が必ずしも全員の声を掬つてはいないという厳しい実情を聞いてすこしショックだ

った。帰り際に、被災地を回って測量を続けている業者の方と喋ったが地図の改訂という作業からして

膨大であり、さまざまな工程が果てしないという印象を受けた。

-陸前高田

ひたすらな悲壮感を覚悟して向かったが、湿地と、もう何もない土地に重機がたくさん動いている風

景が大災害の実感からは遠かったというのが正直なところだった。これから再建される街が想像もでき

ないような空地と、元気にスクールパスで通学する小学生たちのそこに暮らす生活感がうまく連続的に

結びつかず、終始混乱していたように思う。「これ、メンタルケヲですよね」という村上先生のコメント

が印象に残っている。

全体を通して、ひとりひとりの生活に向き合うスケールから(時空間的に)大局的なまちの最適化と

いうスケールまでを貫くプランニング/デ、ザイニング/制度設計とはどのようなものであり得るのかと

いうことを考えていたが、具体的な姿は見えてこなかったことがひっかかっている。専門家の取るべき

立場がどの大局を見据えるべきなのか、どのひとりひとりの声を掬うべきなのか、それを彼らに可能に

する制度がどうあるべきなのか、「その地域ごとに適した対応を」というようなコメントで逃げてはなら

ない問題だと感じている。

震災から 2年経ったいま、住民感情として復興の遅れが心即されることに加えて時間の経過による人

口や経済性の喪失と、慎重な討議にかけるべき時間のバランスがかなりシビアであることがひしひしと

感じられた。



都市工学科都市計画コース 3年

柴田純花 l

日中に被災地を歩き、夜に「災害危険区域」制度に関しての議論をしながら、自分自身の中で最も

強く思ったことは制度が何のためにあるのかというところである。災害危険区域の制度はそもそも、

災害に備えて居住用の建築物の新築や構改築を制限することを目的とするものである。しかしながら

現状としては、災害危険区域に指定されている区域には防災集団移転促進事業を適用することができ

ることもあり、事後的な手段としての側面が強くなっているとも言えるだるう。このように事後的な手

段としての災害危険区域ではそ之に暮らしていた住民から反発が出る乙とは当然なのではないだろう

か。荒浜地区のように居住の自由(憲法22条)を主張した提訴にまでつながる可能性も十分にあるだ

ろう。それは、将来そのまちに暮らす人々のことを思う制度としての側面が薄れてしまっているためで

はないだるうか。但し、乙うした思いが実際の運用において住民との対話の中でどの程度押し出せるの

かということは疑問ではある。制度は(本来の目的としては)将来を見据えたものであり、実際に津

波という過去を体験し、現在を生きる人々の思いとは多少遠いものであるように感じられもする。個

人的には、そこを繋ぐのが専門家としての現段階の役割ではないだるうかとも考える。

また、制度が適用された後の段階ではあるが、非居住区域として定められた土地がどのように活用ー

されていくかというところも重要なのではないだろうか。居住のための空間としては認められないと

しても、町によっては相当な面積を持っその空聞は、これからそ乙に住まう人々の新たなコアともな

り得るのではないか。現段階としては居住の話が復興の中でもメインなのではないかと思われ、そう

した非居住空間のデザインがどの程度話し合われているか(また、いつ話し合われるべきか)は疑問で

あるが、暮らしと海の交わる空間として将来的には意味を持つ空間となってほしいとも感じた。そう

した個人的な思いを実感するとともに、とのような議論がどの段階でなされるのか、どのように復興

が進んでいくのか、実際の現場での動きを全く知らないということも痛感した。

制度や専門家としての関わり方に関して考えを巡らせながらも、実際に大槌町や陸前高田市を歩いて

みると、建築物の基礎が露になったままの土地を見て3目 1 1 以前の生活を思わずにはいられない。自分

自身が被災地を継続的に訪問し関わっているわけではないこともあり、土地だけを見てしまうと、 2

年経ったとはいえ復興の進捗具合もよく分からない。そうした中で、今回は公民館長のお話を伺った

ことで、形'c:現れない部分での復興の進行というものを改めて感じた。また、現地の人々にお話を伺

う機会を何度か設けていただいたことや、夜に他の学生の発表を聞いたことを遇して、震災 lこ関わる人

の立場や考え方の多様性のようなものの一端を感じられたようにも思う。それぞれが葛藤を抱えなが

らもまちゃ人のことを思い復興が進んでいく様子が浮かび上がり、そのような復興のプロセスを今後

に生かしていく方法も同時に考えられなければならないだろう。

以下は非常に個人的な反省となるが、今回の調査旅行を通し、自分の認識の狭さを強く感じた。過

去や現在の人々を考えることも重要ではあり大切にしたいと思う一方で、専門家としてその場所と人の

将来を考えてやる必要があり、どのような専門性で関わっていくかという部分が自分には欠けているよ

うに思う。また、まちと人の将来を考えるという意識を地区の人たちとも共有していく必要があり、

震災から 2年という段階で外部からできることはそうしたことなのではないかとも思った。まだ生ま

れて来ぬ子ども達が、同じ思いをしないように、震災の居住を制限するとともに、過去の津波の災害

を受け継ぐことのできる空間が必要なのではないか。今を生きる人たちへの事後救済でもなく、単に

危険だから制限するのでもなく、これからの土地と人々を思いやるということが制度の本質なのでは

ないだるうか。稚拙な考えかもしれないが、そうした認識を持ちながら制度を運用していくことは前

提として忘れてはならないことではないだるうか。
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研究会 1 r災害危険区域のケース・スタディ J 3/3@大槌町

都市工学専攻 M1 大山雄己

-災害危険区域

1 ，地方公共団体は，条例で，津波，高潮，出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる.

2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の祭止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なもの

は，前項の条例で定める.

b気になること
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被災した< (右下}

災害危険区域は私権に制限をかけるものであるため、その指定には十分な根拠か必要となる。

乙の制度の目的は次に来る災害lζ対するものであるはずだか、実際には既に起きたものを根拠に、後手lこ回らざるを得ない状況にある。
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「安全」…許容できない危害が発生するリスクがないこと

防潮堤、平場の指定避難所。空間か中途半端な安全を担うばかりに、人々はその地を捨ててより高いところへと逃けることをやめた。

災害危険区域は、過去の経験をもとにしか指定基準を定められない (認められない)状況で、安全との線引きを行うことである。 私権に

制限を加える以上代替された土地の安全性が求められるか、絶対に安全な土地などない。 その中途半端な安全性は人々の意識から自然の

危険性を薄め、やかて起こる災害に対する脆弱さを生む。

防潮堤を作るなとか、高台に移転するなというわけではない。自然の恐ろしさを理解しながらもその恵みと共に暮らすためには、避難時

lζ 「今いる場所J ，ζ固執しない意識を植え付けるような、 o (安全)と 1 (危険)を不連続に設けない空間計画か必要なのではないか。





2013 年 3 月 3-5 日

災害危険区域現地見学会報告

国大槌町見学

工学系研究科都市工学専攻修士 1 年

37-126147 児玉千絵

まず訪問早々に復興食堂でイトヨの生態や、かつての火事を教訓に消防用水が幹線道路の脇に通っていることなど、そ

の場所の地理的な条件によるメリット・デメリットとそれ故に育まれてきた地の風景及び暮らしの在り方について聞くこ

とができ、興味深かった。盛り土による市街地の昂上げは地理的な条件を大きく改変することであり、どのような弊害が

起きるのか、全てを計り知ることはできないと感じた。また、「火事によって何度も市街地が焼けているので、面的に生活

の場が失われてしまうという喪失体験は決して珍しいことではない」という主旨の言挨を受け、では今回の津波特有の喪

失感や、被災者の孤独感はどこから来るものなのだろうかと改めて考えさせられた。

翌朝の赤浜公民館でのヒアリングでは、復興計画がまとまっていく中ではなかなか聞くことのできない当事者の率直な

意見を聞くことができた。自宅のあった土地は、高い防潮堤を建設しないという決定故に災害危険区域に指定されたが、

今でも本当はそこに家を建てられたらいいと思う、という意見は、実際には少数派ではなかったであろう。ならば、公的

討議の場の中である方向に意見が収飲していく際の力学のような、対話の構造を明らかにする必要があるのではないだろ

うか。また「もう内陸では津波の話題は出ない」と、記憶が薄れていっていることが指摘されたが、被災者が周囲からの

無関心や孤独感を感じていることを知って歯がゆかった。

-災害危険区域についての発表

私自身は制度が成立するに至った時系列的な経緯を整理したが、ほかの学生の発表から現実の来日本大震災の復興にお

いて、災害危険区域の設定が住民の生活再建の過程を大きく左右していることを実感した。

ただ、現実の復興計画の中で、災害危険区域、防災集団移転促進事業、区画整理、という市街地建設のツーノレがどのよ

うに組み合わされて土地所有権が書類上で整理されたとしても、いまいち現実感のないプランであるように感じてしまっ

た。実際に建設するまでの過程をもっと細かく埋めていく必要があるのではないだろうか。

また、福島からの避難者の帰還意思についての村上先生の発表は、現実的な福島の復興を考えるうえで避けて通れない

観点であった。私自身、除染計画の詳細な見通しをきちんと知ったのは初めてであった。議論の中で、「あの広島でさえ復

興したのに、福島だけがもう永遠に帰れない場所のように認識されているのはなぜなのか」という発言があり、それだけ

当事渚のみならずメディアや世論までもが、冷静さや現実的な当事者意識を持たずに悲観しているだけなのかもしれない

と思い至った。

-陸前高田市見学

1 年ぶりの訪問で、 BRT の開通や統合中学校の計画などが現実に動いているのを目の当たりにし、練ったプランが実

際に空間として実現するのには長い時間がかかることを改めて実感した。また、平場に残っていた体育館なども解体され、

確かに自に見える痕跡や津波の記憶は良くも悪くも薄れていっているようであった。

みんなの家の管理者の方から伺ったボランティアや復興支援に関する忌悌なき言葉は、非常に心に刺さった。時間が経

ち、物理的に痕跡が消えても、ささくれだった精神はなかなか癒えず、しかしそれも当然といえば当然かもしれない。

全体を通じて、暮らしの場所が失われるということはどういうことかと考えさせられた。それがもたらす痛みが身体的

な断絶や喪失感に近いとすると、これだけの公的資金(今後 5 年で 23 兆円等)を投入して嵩上げ市街地や防潮堤などを

再建するからには、復興計画はそういった喪失感やささくれだった精神に寄り添っているべきであると思う。しかし今の

復興計画が本当にそうできているのだろうかという疑念が拭い去れなかった。

また、災害危険区域周辺でよく目にする土がむき出しの平地や斜面、盛り土の法面などは痛々しく、その中をパスで通

学する小学生の姿などを見ると、彼らの記憶の中に今の風景が何の疑問もなく受け入れられて残っていくであろうという

ことが、なんとも無念に思えた。復興のための建設が進むなかで、いわば外科手術の傷跡のようなものが沢山露出するこ

とになると思うが、それを和らげるプロセエちがどこかに必要だと思った。

以上
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1 . 北海道南西沖地震の概略と奥尻島復興計画全体の考え方

ト1. 北海道南西沖地震、津波とその被害の概要

北海道南西沖地震は、 1993 年 7 月 12 日午後 10 時 1 7 分 1 2 秒に発生 した。 マグニチュード 7. 8

震度 6、津波の第一波は 2-3 分後には奥尻島西部に届き、さらにその 10 分後には最大波が到達

した。 揺れによる土砂崩れ(主に奥尻地区のホテルや食堂で、 28 名死亡)や津波(主に青百地区

で 109 人の死者行方不明者/全体の地区人口 1401 人、波高は初松前で 16. 8m、遡上高さは藻内

で 30. 6m) 、火災などにより、甚大な被害を受けた。 死亡行方不明者は 202 名 、 住宅全壊 426 棟

に及んだ。

地震の発生メカニズ、ムは諸説あって特定できておらず(今回の震源は奥尻島西の海底)、少な

くとも三陸のような、地震や津波の常襲地借ではなかった。 しかし北海道南西沖地震の 10 年前、

1983 年，に 日本海中部地震、それによる津波があったことを経験しているものは多かった。

情報の伝達も、日本海中部地震に比べれば早くなり 、 津波警報発表を受けて、地震から 7 分

後に緊急警報放送 (NHK) があった。 しかし津波の襲来が早かったために、甚大な被害を出すこ

ととなった。

ト2. 奥尻島の概要

奥尻はアイヌの言葉で「向こうの島j とされる。 北海道の島々には小さいものが多いが、奥

尻島は比較的大きいため(約 143 平方 km 東西 11km 南北 27km) 、神威岳 (584m) をはじめとする

山もあり、水も豊かで、温泉も湧く 。

表 1-1 奥尻町の人口変化(赤は 15 歳以上の漁業水産業の就業者)
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町制が敷かれたのは 1966 年だが、島の人口がピークを迎えたのは 1935 年のことだったo そ

の問、人口はほぼ横ばいであったが、高度経済成長期を迎えるころから減少していく。主力産

業であった漁業が、 1950 年代のイカ漁の激減で不安定になったこと、さらに漁業から農業へ転

換したものの、 1961 年農地面積がピークに達すると、今度は政策影響によって農地を減少せざ

るを得なかったという産業影響が大きい。

震災前から国や道からの支援が大きく、自衛隊の分屯基地もあった。

1-3回避難行動の実態

既往研究や既往報告をもとにして、どのような避難行動があったのかを整理しておく。

表 1-2 奥尻島で亡くなった方の行動類型

亡くなった方の行動類型

避難しなかった/できなか ア)老齢や身体障害のため避難できず おそらく最多。
った方 イ)棒波を予想しなかった 非常に少ない。確認でき

ているのは l 名。

ウ)津波は予想したが、早過ぎた かなり多い。十年前の日

本海中部地震では 20 分程

あった。

エ)家族や近所を助けようとして遅れた 「決して少なくない」

徒歩避難や車渋滞の方

いったん避難したが戻った

※庭井、中村、中森 1994 r災害と人間行動 巨大津波と避難行動奥尻島青苗地区で何が起こったか北
海道南西沖地震調査報告 (2)J 33-40p 

贋井ら (1994) の報告によれば、家族で避難行動を共にする方が多く(夜 10 時 30 分だった

という時刻も関係しているといえよう)、被害が大きくなった方々が相当程度存在したことがわ

かっている。

また避難後は、「依存的コミュニティ災害J (関孝敏)の状況で、分屯基地を持っていた自衛

隊の迅速な救援が大きかったとも指摘されている。

1-4. 復興計画の影響

北海道南西沖地震があった当時の島の人口は 4， 700 人、現在の人口は 30∞人を割り込んでい

る (3675 人 2006 年、 33ll 人 1650 世帯 2009 年)。しかし表 l からも明らかなように、特に震災

前後で激しく変化があるというよりも、ほぼその影響がみられない。特に 2000 年以降の、最近

の減少の方が際立つ。世帯数は微減しており、高齢者のみの世帯が増えていることも、震災等

に遭遇していない他の自治体と基本的に同様の状況となっている。

5 



財政力指数も、震災前後から今までほぼ閉じ値 0.11→0.10→O. 1 4 で、横ばいである。

復興計画は、災害救助法が適用された奥尻町の青苗地区等を対象にして、北海道によりまと

められ、奥尻町へ提案された。 町がそれを受けて、地元住民の意向を反映させた。

当時、復興に使われた金額は約 927 億円(被災総額 664 億円、 当時の町予算規模 50 億円/年)

で、防潮堤、漁港復旧、漁業集落環境整備事業、防災集団移転事業、まちづくり集落環境整備

事業(初松前地区、町単独)、公営住宅、道道改良事業などに使われた。
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図 卜l 復興まちづくり/人口、産業の変遷(日本建築学会シンポジウム配布資料より転載)

観光客数については、 震災前は釣り客や自然探訪などの観光があり、震災後は津波館等が建

設されたが被災地観光によって元の水準にようやく戻った程度といえよう 。

一方で、主力産業で、あった漁業は、震災直後は海が荒れ、水産物をコントロールするために

一二年間という期間は、復旧復興に関連する土木工事があった一二年間を禁漁期間にしたという 。

しか(日本建築学会シンポジウムより)。ので、食べるにも困らないという判断があったという

し、その後、漁業はあまり戻っていない。

就業者は、人口と閉じ状況、すなわち震災の影響が見られず、定常的に低減している。

町は 1998 年 3 月、 震災から 4 年 8 ヶ月後に、完全復興宣言をしている。
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1-5. 奥尻島調査の視点

このような北海道南西沖地震と津波被害を受けた奥尻島の復興計画から二十年経って何を学

ぶべきか、その視点を整理しておきたい。

( 1) 人口減少への認識

既述のように、復興計画が人口減少のトレンドに対して影響を持たなかった。しかし逆をい

えば、震災時点は直前の 30 年間で人口が半減している (8000 人 1960 年→4000 人 1990 年)状

況にあ?たことを鑑みれば、復興計画において、そのような縮退をどのように捉えていたのか

は明らかにすべき点と考える。

今でこそ日本中が縮退を危機やリスクとして捉えるようになっているが (2000 年代後半、特

に 2005年に国勢調査での人口が減少を示し、 2008年以降は日本全体での減少傾向が続いている)、

島唄部ではずっと前からそうした状況を迎えていたからだ。

(2) 復興計画によって創出された環境の安全性

当然ながら復興計画の大きな目標の一つは、より安全な環境をつくることにある。ここで環

境とは、物理的な要素や阻置などによるもの(=物理的環境)と、社会的ネットワークや公助

共助自助のあり方、避難計画などによるもの(=社会的環境)に分けて捉えることができょう。

物理的環境や社会的環境は、復興計画によって、より安全性の高いものが創造されたのだろ

うか。

7 



1-6. 奥尻島復興計画全体の考え方

北海道南西沖地震に よ る被害状況は、島内でも地区によって大きく異なった。 そのため、実

施された復興事業も以前の集落規模や被害状況に応じて異なっている。

津波高は高いが、集落がまばらでそれぞれの規模も小さかった島西岸の幌内 ・ 神威脇 ・ 藻内

等では、道路災害復旧が、復興事業の中心となった。例えば、藻内地区では、 6 人が死亡 し、住

居も 63協が全 ・ 半壊した。 町役場は、地形的にも防潮堤構築が難しく、住民の永住地として不向

きと判断し、全戸が青苗地区に移住させた。 (参考文献 1 p. 63) 。 北海道南西沖地震に基いて検

討した場合に想定される津波の高さが高く、居住者も少なかった集落の復興を実質的に諦め、

他地区に移転させる取組を行ったのである。

一方で規模の大き な集落を津波が襲った島南部の青苗 ・ 初松江や島北部の稲穂、では、道路 ・

防潮堤だけでなく、 面的な市街地を整備する復興事業が実施された。 また、地震による崖地崩

壊によって 29 名が犠牲と なった奥尻では、大規模な治山工事が行われた。

本稿では、島内でも最大の被害を受け、面的な市街地整備を伴う 大規模な復興事業が行われ

た背苗地区について 、 現地調査 ・聞き取り調査に基づいて詳述する。 また、面的な市街地整備

事業が行われた初松江地区・稲穂地区についても、事業の概略を整理した。なお、三地区とも

に、①防潮握の整備②道道の災害復旧(線形変更含む)③市街地整備事業が隣接して実施され

ているが、一体的に計画・施工されている。 (図 X-l、各地区の断面図を参照。 )

表 1 -3. 面的な市街地整備が行われた地区の比較

防潮堤 幹線道路 市街地殺備

稲穂地区 稲穂漁港海岸災脊復旧 道道奥尻島線道路改良 漁業集溶環境砲術事業(水盛fn

f)J松前地区 奥尻海岸災害助成 道道奥尻島線局部改良 まちづくり集絡駿備本業(田f単独)

背 IIÙ.地区 青 llir.階、港海作災脊彼 IU 道道奥尻島線道路改良 漁業集絡環境鞍備守M韓(水必J f')

図 1 -2 . 面的な市街地整備が行われた地区の断面図(参考文献 l より引用)

-稲穂地区横断図・
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盛土(UJl土}町・2量

-初松前地区備断固.

5年災16f1J
筒箇車灘濁聞災奮.由工事 遺書興民島渇道路&11工・

( 1) 初松前地区

初松前地区は、防潮堤整備・道道の嵩上げとあわせて、背後の住宅地も一体的に盛土(最大

3m) を行った。 事業方式として町独自の 「まちづくり集落整備事業j が行われた。 神、家率の問

題もあり、青苗地区や稲穂地区で導入したような、水産庁の漁業集落環境整備事業の導入がで、

きなかった。 また、青苗 ・岬地区のような災害危険区域に指定して、防災集団移転促進事業で

高台を整備することも困難で、あった。 そのため、島内で唯一、町単独の事業で整備が行われた。

防潮堤 (DL +11. 0) と道道の聞は、建設残土を利用して、町単独で盛士、宅地を整備した部分

と 同 じ地盤高とした。 ただし、防潮堤に隣接する部分の住宅建設は、禁止して山側に宅地は集

約している。 (図 1 - 2 参照)

図 1 -3. 初松前地区防潮嵯上から、①盛土(草地)②道道③市街地をのぞむ 筆者撮影
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なお、初松前地区は、育首地区のような高台はなく、仮設住宅も住宅地よりやや高いが、浸

水した児童館跡地に設置した。(そこからさらに高台にある一時避難場所に避難路が通じてい

る。)なお、初松前地区では、防潮堤は集落を守るために山側まゼ回り込んでいる。そのため、

青苗地区で生じたような高さの異なる防潮堤の継ぎ目はなく、道道は防潮堤を乗り越える形式

となっている。

国・道からの支援によって行われた復旧・復興事業が多い中で、初松前地区では町単独事業

が行われたことについて、町担当者は「全国からの義援金の額も多く、それまでも大型の事業

は起債して実行していたので、町単独の事業にもそれほどの抵抗感はなかったj としている。

財政事業が非常に厳しく、市町村の単独事業を行うことが困難なため、国の制度に準拠して復

興事業を進めている、東日本大震災の被災自治体とは対照的であった。

(2) 稲穂地区

稲穂地区では、水産庁の漁業集落環境整備事業によって、防潮堤背後の住宅地の盛土が行わ

れた。海岸線の背後には農が迫っており青苗地区のような背後の高台がなかったこと、被災者

が現位置再建意向だったことから、 DL+9.2m の防潮堤とその内側を全面的に盛土する計画となっ

た。集落面積を二倍以上に増やし、漁家の宅地面積も拡大したとされる(参考文献 1) 。

山際近くには落石防護壁と集落道が設置され、宅地は道道と集務道に挟まれた部分に設けら

れており、地形的な制約が厳しかったことも窺える。稲穂地区では、漁集事業の市街地に隣接

して、稲穂小学校も再建された(平成 6 年)。その後、児童数の減少に伴い、わずか 9年で稲穂

小学校は廃校となり、小学校の建物はコミュニティセンターとして利用されている。人口減少

が進むなかで復興・復旧事業を進める難しさを示す廃校である。

(3) 防潮爆の考え方

防潮堤の高さは、北海道南西沖地震の津波痕跡高と背後の住宅等保護すべき市街地があるか

ないかによって、背後に住宅が存在する場合は対策高を決定した。対策の事業化にあたっては、

多様な財源が使われた。

青苗地区では、漁港の防波堤の高さも計算に入れて、防潮堤の高さを決めている。そのため、

漁業集落環境整備事業で盛土をした田市街地部分の防潮堤の高さは、 DL+6.0m となっている。一

方で漁港からやや外れた部分は、+11. 7m の防潮堤が建設されている。そのため、異なる考え方

で津波対策高を設定した継ぎ目の部分では、防潮堤の高さが大きく変化するところがある。(図

1-4 :青苗地区の事例)
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稲穂地区では、漁港の防波堤の規模が青苗漁港よりも小さいため、 DL+9.2 とかなり高い防潮

堤が道道の海側に整備された。 初松前地区では、前述の通り、市街地全体を高い防潮堤 (DL +11. 0) 

が取り囲む形状となっている。 島西岸は、津波の痕跡高は非常に高かったが、防潮堤で保護す

べき大きな集落は存在しなかったため、道路の災害復旧工事に付随した堤防整備が行われた。

図 1 -4 . 防潮堤の高さが大きく変わる地点(青苗地区)筆者撮影

1-7. 参考文献

1. 進藤賢一 (2001) ， F震災復興と奥尻島の変貌J，札幌大学『産研論集』第 24 号， pp. 55-71 

2. 北海道奥尻町 (1996) ， r蘇る夢の島 !北海道南西沖地震と復興の概要j

3. 贋井、中村、中森 1994 r災害と人間行動 巨大津波と避難行動一奥尻島青苗地区で何が起こ

ったか 北海道南西沖地震調査報告 (2) J 33-40p 

4. 日本建築学会シンポジウム配布資料
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2. 財政

2-1. 復興事業費

復興事業費は国(開発建設部)が 163 億円(奥尻港 78 億円 ・青苗港 45 億円 ・ 神威脇港 13 億

円 ・ 人工地盤 27 億円)、国(営林署)が 58 億 l 千万円(観音山外) 、 北海道(土木現業所) 350 

億円(う ち防潮堤 2 1 1. 4 億円・水門 41. 6 {:意円)、北海道 (櫓山支庁) 31 億 l 千万円(治山事業

のみ)、奥尻町 158 億 5 千万円(平成 15 年 3 月まで) 。

義援金は、 平成 15 年 6 月 20 日現在 190 億 4800 万円を受け取った。 その うち 40 億 1790 万円

を見舞金(現金)として出 し、残りの 150 億円を基金として積んだ。 (表 2- 1 は、 平成 7 年 9

月 30 日現在の内訳詳細である)

見舞金配分額は、死亡 ・ 行方不明者に l 件 300 万円(198 件)、 全壊 400 万円 (41 8 件)など。

表 2-1 災害義援金収支 (H7.9.30 現在)

(単iな: 100万円)
項 日項 目 金額 金額

被災者配分支出額 4.009 (21.0) 
日赤から 13 ,284 (69.7) 

人的被百見舞金 329 ( 1.7) 
北海道から 2 , 178 (11.4) { l:家被;!í比舞金 2,043 (10.7) 
~圃 ，帽開司 ・'‘_ .岬司. . , 

(18.8) 3 ,585 r.~7f.(\lll 工 付与 1 ド 1.337 (7.0 
4 ,009 (21.0) 災害復旧・防災対策等 617 (3.2) 

支 | 災害復旧防災対策等 | 617 (3.2) 被災者・4支援物資等購入費 20 (0.1) 

出 箆拠基金積立 13 ,322 (69.9) 犠牲者 州年迫悼式典費 21 (0.1) 

1, 100 (5.8) 復興チャリティーショー負担金 4 (0.0) 

.6. 計 19,048 (100.0) 地峻防災計画作成~ι務委託費 10 (0.1) 
c 

観fi-山壁間設置負担金 19 (0.1) 
資料:捌 ( 1 999) 、 p.39、炎 1 -6-2 J..り作成。 原資料11奥尻 生涯学習センター放置委託費 35 (0.2) 
開f ( I 996)。

被災地区造成'停業公共用地購入費 462 (2.4) 
f主.支出予定額を含む。利息、11含まない。 各学校へ 27 (0.1) 

各幼稚|胡へ 。 (0.0) 
支出予定 20 (0.1) 
復興基金積立 13.322 (69.8) 
うち I 立 '定 (0.0 
その他基金積立 1,100 (5.8) 
後継者人材育成基金 1,000 (5.2) 
北海道l村丙沖地震育英雄金 50 (0.3) 
北海道l特丙沖地震境学金 50 (0.3) 

19,Q84 (100.0 

(出典:参考文献 1 ， p . 4 7 より引用)
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表 2-2 被災者への見舞金配分額(平成 15 年 6 月 20 日現在)

被害区分 項目 支給単 支給額/ 件数 配分額

位 件

死亡・行方不明 300 万 198 5 億 9 ， 400 万

者
人的被害 負傷者 軽傷 l 人 10 万 85 850 万

中傷 30 万 2 60 万

重症 50 万 52 2， 600 万

持家 全壊 400 万 418 15 億 9 ， 450 万

半壊 150 万 107 1 億 5， 530 万

住家被害
借家 全壊

1 世帯
200 万 75 l 億 4， 100 万

半壊 50 万 7 350 万

床上浸水 50 万 46 2 ， 300 万

一部損壊 30 万 442 1 億 3 ， 300 万

自己所 全壊 300 万以内 115 2 億 8， 650 万

有 半壊 150 万以内 13 1 ， 900 万

商工等被 借用 全壊
1 店舗等

100 万以内 11 1, 100 万
害 半壊 50 万以内 。 。

貸与 全壊 100 万以内 11 930 万

半壊 50 ・ 30 万 132 3 ， 965 万

生産機械器具等被害 159 28, 500 
農業被害 注 18 1 ， 260 万

水産被害 注 415 5 億 2 ， 150 万

休業補償 479 9 ， 530 万

その他被災者 5 万 1, 103 5 ， 515 万

5 350 万

注 水産被害、農業被害及びその他の被害の支給額は、被害の程度に応じて配分委員会が決定
する。

2-2. 災害復興基金

.災害復興基金のメニューについて

復興支援を図るため、義援金を原資とする「災害復興基金制度」が積立額 133 億円で 1993 年

12 月 21 日に創設され、国費事業の補助金や起債の既存制度では補えないような①生活再建、②

防災まちづくり、③地域振興にかかわる事業が行われたu 災害復興基金は、主に生業関係広使

われたが、公共事業にも使われている。

災害復興基金のメニューは、もともと約 60 項目だったが、「奥尻の復興を考える会」の意見

などを反映して 73 項目になった。
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追加された項目としては例えば次のようなものがある。

「まちづくり受電柱整備事業」は、平屋の家を建てると低い庇に向かって電線をひかなけれ

ばならないが、そうではなく受電柱を立てる。

「鮮魚運搬費用助成事業」は、イカ釣り船は残ったがイカをとってきても揚げる場所がない

ようなときに対岸の漁港に揚げるための運賃の面倒をみる。一件一件としては少額。

-住宅再建にかかわる支援

住宅再建への公費投入は個人資産形成になるために当時はまだ行われていなかった (2000 年

10 月の鳥取県西部地震後の鳥取県による独自支援がその端緒となり、現在は生活再建支援法に

よって住宅再建に支援金が支給される)。奥尻町では、前述の見舞金(持家全壊 400 万等)に加

え、復興基金の「住宅取得費助成事業」によって被災者自らが居住する住宅を新築する際に 700

万円と「家具・家財購入助成事業j によって 150 万円の合計 850 万円が支払われる。「住宅取得

費助成事業」で土地を購入する場合は購入金額の半額が助成された。

「住宅取得費助成事業」、「住宅解体費助成事業」、「家具・家財購入費助成事業」は、平成 6

年 4 月にスタートしており、平成 5 年 7 月 12 日の被災時から一年以内に、被災者の人々は住宅

再建の見通しをたてることができたようだ。

実際、平成 7 年 12 月 31 日までに「住宅取得費助成事業j は住宅取得を含む新築が 233 件、

修繕が 120 件、土地購入が 133 件の合計 486 件の申請があった。「住宅解体費助成事業J は 24

件、「家具・家財購入費助成事業」は 216 件だった。 (r広報おくしり』平成 B 年 2 月号)。

表 2-3 平成 6~7 年度住宅取得費助成事業申請件数
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平$:7""2 J! 3'_8説書 (単位:件)

向 害 判 定 睡申請件肱
調巳 区 耳団 申 甜 件 数 向 訳

字縮瞳 宇宮様 ~j::埠捕 字奥尻 字本有 字揖H 字お里 字官官 字米岡 辛揖浜

全 4盟 1 S S 20 1 7 s 。 1 5 z 1 3 5 s z 
'l' 場 37 3 。 9 s 。 。 9 2 3 $ 

住宅訴輯 床上民水 8 3 1 2 2 。 。 。 。 。 。

今一部損摘 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

小 計 233 26 2 1 8 1 3 。 1 5 1 1 137 6 s 
会 岨 2 。 2 。 。 。 。 。 。 。

去恭 壇 1 2 。 2 s 。 。 1 3 。 。

住宅時開 床上房水 6 。 。 z 2 。 。 。 2 。 。

一部担v且 1 0 0 5 8 4 5 1 4 3 2 1 s 。

計 120 e 8 1 0 58 a‘ 1 4 26 3 。

士 場 1 3 1 2 。 l 。 。 14 1 1 1 3 。 。

.>� 瞳 1 。 。 。 1 。 。 。 。 。 。

iユ地暗入 席上続水 l 1 。 。 。 。 。 。 。 。 。

商事担J且 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

計 1 3 3 3 。 1 3 。 1 4 1 1 1 3 。 。

企 域 3 2 1 22 1 1 0 s 。 29 s 246 s z 
i 学 l:l ; 0 4 。 1 1 1 ( 。 。 10 5 3 s 

合 計 床上提水 1 5 4 1 4 4 。 。 。 2 。 。

一部In塙 1 Q 0 5 8 4 S > 4 1 3 2 1 3 。

計 ( 6 6 しり 1 0 29 72 I 3_0 1 6 276 9 s 

(出典・『広報おくしり』平成 8 年 2 月号)

新築した住宅件数 233 件の事業費別割合をみると、 1500 万円から 2000 万円が最も多く 79 件

(33. 鰍)となっている。 2000 万円以下が 195 件 (83.6目)であり、上述のように見舞金と「住

宅取得費助成事業」の合計だけでも 1250 万円なので、家を新築する際の自己負担は少なくて済

んだ。

図 2-1 新築した住宅の事業費別割合

(平成 7年12月 31 日現在) 新築した住宅件数233件(100%)

置翻 1千万円以下~ 1-1. 5千万円 t:::1 1. 5-2千万円
~ 2-2.5千万同 E歪 2.5-3千万円仁コ 3千万円以上

(出典 :W広報おくしり』平成 8 年 2 月号)

2-3. 町単費で、行った事業

総復興事業費 763 億 7000 万円のうち、町単費が 158 億円となっており、国の補助のない町

独自の事業を多くおおなっている。町職員によると、このように町が借金してでも事業を行っ
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た理由は、住民に還元するのだから借金してでもやろうという考え方、そのために借金で何年

聞か苦しむことばあり得るが、やるものはやる、早くやるべきものは早くやるという考え方に

もとづいている。

-松江地区等まちづくり整備事業

『初松前』地区は港がないために漁集を入れられなかったので「まちづくり集落整備事業J (町

単独)を行った。防潮堤の後背地部を盛土 (3m) して宅地整備。平成 6 年度は l 億 2， 580 万 9 ， 000

円、平成 7 年度は 9， 052 万 2 ， 000 円。

2-4. 入札等について

当時は指名競争だった。復興事業の工事のために大手ゼネコンが入ってきたが、協会を通し

て地元の業者と JV を組んで地元の人間を使うように要請した。人件費や資材の高騰が予想され

たので、建設単価の細かい調整をした。

2-5. まとめ

思い切って借金をして単費の事業を入れた。借金が多くなったと批判されることもあるが、

必要な土木事業に関して、島外から大手ゼネコンが入ってきても地元の業者を使うように調整

したことは、被災者の雇用を維持にもつながっており、一概に批判は出来ないであろう。ただ

し、これらの事業が本当に必要なものだったのかは客観的に評価する必要があろう。

災害復興基金の使い方に関しては、将来のために残すか、現在の町民を引き止めるために事

業を行うかというこつの選択肢がある。奥尻の場合は、災害復興基金を使い切って、将来のた

めには残さなかった。しかしながら、人口動態をみると、自然減と高校卒業をきっかけに島外

に出るための人口減が主で、震災を契機に島から出た人は少ない(青苗で 1 人、初松前で 1 人)。

災害復興基金のメニューによって生業や住宅をいち早く再建するきっかけをつくったことで、

人々を島内にひきとめる効果があったと言えるだろう。そして、基金のメニューを行政が一方

的に決めるのではなく、「奥尻の復興を考える会J の意見も反映していたことも重要であろう。

2-6. 参考文献

1. 農林水産省農林水産政策研究所 (2012) ， W過去の復興事例等の分析による東日本大震災

への示唆』

2. 広報おくしり

3. 奥尻町提供資料

16 



3. 青首における復興計画と復興事業

3-1.復興計画の策定と事業の検討

(1) 復興計画策定

奥尻町では震災直後から国、道、町の連携に

よる被害状況把握や被災者救助などが行われ

たが、まちづくりについては道と町の連携にお

いて道が強力に推進していった。青苗地区をは

じめ奥尻町の復興計画の策定においても、道に

よって土地利用構想案策定がなされ町におい

て住民への説明や合意形成が行われた。

北海道による検討段階当初は、全戸高台移転

案、一部高台移転案、低地部再生案の比較検討

ののち、全戸高台移転を中心とした検討が進め

ていた。しかし、土地利用構想案が町に対して

示される前の段階でも被災者、漁協への意向調

査が行われており、漁業者の浜の近くへの居住

希望、就業実態が捉えられ、「全戸高台移転」

「低地部再生案」の折衷案としての「一部高台

移転案」の検討へ向かった。住民組織「奥尻の

復興を考える会」による勉強会やアンケート調

査によっても住民のニーズが把握され、復興計

画は「一部高台移転案」の採用へ向かった。

(竹田課長ヒアリング)

道による復興計画素案から町による復興計画

案、最終的な復興計画まで、高台、低地部の宅

地計画数に変更が加えられているが、島民が住

宅再建の判断を途中で変更するなどしたため

にそのような変更が生じている。

(2)事業手法検討

(竹田課長ヒアリング)
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表 3'1 復興計画策定までの経過

① 道による青苗地区土地利用構智案の作成まで

平成 5 年 7 月 12 日 北海道南西沖地震の発生

8 月 9 日 南西沖地震災害復興対策推進委員会

(道)

8 月 20 日 北海道南西沖地震復興対策室の設置

(道)

9 月 11 日合同慰霊祭

9 月 14 日 ~25 日 被災者意向調査

日月 16 日 17 日 漁協意向調査

9 月 24 日 青苗地区土地利用構想素案が奥尻町

に対L示される

② 奥尻町における合意形成と道の復興計画素案策

定

9 月初日 町議会での構惣案説明

10 月 1 日復興対策室設置(町)

10 月 9 日 住民組織「奥尻の復興を考える会J

発足

10 月 19 日 住民説明会での構想案提示

10 月 28 日 まちづくり剖画地元説明会

11 月 22 日 奥尻町議会災害対策特別委員会

一部移転案の町議会了承

11 月 22 日 背苗地区住民説明会

12 月 3 日 町が道に対し一部高台移転の方向で

進める旨回答

12 月 19 日 道が復興計画素案策定

12 月初日 町議会が復興計画素案を了承



当初は区画整理と防災集団移転事業を組み合わせた建設省系の事業を中心にするか、農水省系

の漁業集落環境整備事業を活用するかの検討が行なわれていた。しかし、区画整理においては

減歩や換地において調整に長期間を要すこと、漁業集落環境整備事業では漁港の整備を一体的

に進められることを考慮して、後者の事業を中心に進めることになった。

検討にあたっては農水省f関連の財団法人漁港潟、村建設技術研究所から様々な助言を得ることが

でき、漁業集落環境整備事業を非常に柔軟に運用じてもらうことが出来た。

(3) 事業実施

防災集団移転、漁業集落環境整備事業は平成 8 年度までに完了している。

(竹田課長ヒアリング)

土地の処理については、通常は用地処理終了後に工事の入札を行うところを、起工承諾のみで

土地の売買が終了していない状態で着工した。そのため工事が終了した後も用地処理が行われ

ることとなった。(地権者は多く奥尻島内に残っていないことが多かった。坪当たり 2. 3 万円と

して登記簿に従って処理した。)

用地処理に際しては、北海道庁から復興対策室に管理職 l 名、用地 3 名が派遣され、 400 筆以上

の処理がなされた。用地処理の専門家の派遣は有効だった。

用地処理の際に買収できない土地も出てきたが、供託金を積むことで対応している。現在でも

問題は発生していない。

表 3-2 復興事業の実施計画(竹田課長より入手)

平成。年皮 平成7 年度 -平成自年度

奥尻町 用地取得
骨1宮地区 用地也記 r-一問地内道路

防移事災業転集促問進. 下水処理路股

防火J!<l昔
街路灯
緑地箆{聞ー

住宅建股 唱......... ... . ... .. ..... .. .. 
"・・

.. 
呉尻町地 。 漁業集落道
青苗区 集落排水施股

漁業集落 防緑盛代火普地土水広造え畑鍋成宅地 町 一円

環事境業整備
海成

41i 住宅昼高建台間陵側部 ...... .. -・.. 
~..，.... 

相h構側， C団地
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3-2. 仮設住宅建設

(1)概要

被災者の一時的な住宅の確保のため、 7 月 18 日から 8 月 27 日にかけて島内の 9箇所に計 330

戸の仮設住宅が建設され 899 人が入居した。青首地区においては 263 戸が建設され、 714 人が入

居した。

(2) 仮設住宅の建設と建設後の状況

(竹田課長ヒアリングより)

仮設住宅建設においても北海道庁による協力があった。

仮設住宅の建設用地は高台にある公有地(町有地および道有地)を活用することができたため、

被災直後から仮設住宅の建設を迅速に行うことができ、 1 週間に 100 戸程度のベースでの着工が

可能になった。

仮設住宅各住戸の広さに応じて、 6 坪:単身世帯、 9 坪家族世帯、 12 坪 6 人以上というよう

に入居する世帯を割当てていくことで、殆どの場合は入居世帯が決定していった。コミュニテ

イの崩壊などは起こらなかった。

また、被災直後に奥尻島外に避難していた住民も殆どが帰島し仮設住宅に入居した。

仮設住宅は最終的に丸々 3 年開設置していた。

3-3. 住宅地計画

盛夏

青苗岬地区.日本海中部地震による被害も受けていたため非住宅地区とし公園等を整備。国土

庁の補助事業による「防災集団移転促進事業」により望洋台団地 28 区画、 A 団地 27 区画へ高台

移転を行った。

旧市街地区・漁港も含めた一体的な整備が可能な「漁業集落環境整備事業」を活用。防潮堤後

背の盛土による宅地整備を実施し 180 区画を整備したほか、 C 団地 40 区画を整備し高台移転を

行った。

災害公営住宅(道営)・高台地区の A 団地に 26 戸、 B 団地に 56 戸の計 82 戸を整備。日月 25 日

に着工した。(他の地区では災害公営住宅(町営)が稲穂地区 :4 戸、初松前地区 4 戸、建設

された。)
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表 3-3 青苗地区における住宅地計画

IU市街地医 望洋台団地 l匂f; A 団地 I自j f; B 団地 I均台 C 団地

宅地数 180 (実阿 28 (夫両 27 医阿 40 夜間

災 7容公常 26 戸 (116 年-) 52 戸 (115 年-) 一

住宅(道 4 戸 (116 年-)

常)

乍業期間 平成 6 年度 平成 6 年度 平成 6 i!三度 平成 6 年度

~平成 8 年度 ~平成 7 年度 ~平成 7 i!三度 ~平成 8 年度

, 

漁業集落 。 。

m境警護備

事業

防災集団 。 。

移転促進

事業

災害公営 。 。

住宅 建設

'作業

..一一一竺E諸問
口田岡田開一

~~3P.~ 

抽
暗」
寸

制
問
|

図

戸
後
関

B

J幽
国

道

A- ，ι =起
す

図 3・1 育苗地|ポ平面図(奥}J1.町 「蘇る夢の島! 北海道南西沖地震災害と復興の概要J 1996 年 3 )J より)
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るこ とを希望する人は現地再建をするこ とが可能となった。

当初は、現在のアーケード付きの避難道付近に賃貸店舗、さらにその尾根側に住宅を再建する

とし、う方針も検討されていた。

被災前においては商店が現在よりも分散して立地していたが、復興にあたってはより商店が集

約された商店街ゾーンが計画され、自身もその計画に賛同し現在地に店舗を構えた。 他の商店

主の多くも、商店街ゾーンを提示されたことにより高台への移転ではなく現地盛土再建を選択

し、半数以上は盛土再建された住宅地に戻った。

(3)C 団地地区の整備について

(竹田課長ヒアリング)

旧市街地区の現地盛土再建に際して土盆が不足したこともあり、区画数がやや余分と思われた

ものの、旧市街地区北側の山を削り C 団地の 10 区画の整備を行った。

計画時から空きが出ることが予想され、 実際に分議開始時は 40 区画中入居決定が 20 区画に満

たなかったが、その後の 20 年間で震災に関係なく住宅を建設したり、奥尻地区の人が青苗地区

図 3-2 なだらかな斜面上にある C 団地地区(鑑者撮影)
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(1) 災害公営住宅の建設

(竹田課長ヒアリング)

災害公営住宅の建設地となった高台 A 団地、 B 団地の用地は、被災前から公有地として存在して

いた。

災害公営住宅は住宅を再建しない住民の人数、世11字数を勘案して計画されていたが、住宅地の

造成に伴い当初住宅を再建しないとしていた住民が住宅再建を希望するなど して移り住み、空

室が生じた。

発生した空室は賃貸物件として現在利用されている。

図 3-3 B 団地地区の道営住宅(筆者撮影)

3-4. その他

(木元氏ヒアリング)

南西沖地震後に建設された 11m の防潮握については、道路から海(磯場)が見えないという点

では残念ではあるが、人命優先という点で致し方がなかったのではないか。 防潮握計画段階で

計画高が高すぎるという声は多少あった可能性があるが、ある程度の妥協がなければ計画策定

は進まなかったと考えられる。

実際に防潮堤が建設された際には、住民が安心感を得られたこ と は事実である。

また、町から提示された商店街計画についても、現時点から振り返ると非常に良い条件が提示

されていたと言える。
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3-5. まとめ

(1) 速な復興事業

青首地区の復興は、東日本大震災と比較して迅速に進んだと言える。その大きな理由として

は、被災前から高台に公有地を含む低未利用地が存在していたため、仮設住宅の建設用地から

防災集団移転の移転先用地、災害公営住宅の用地までを比較的容易に確保することができたこ

とが挙げられる。事業手法の検討においても比較的事業を短期間で行うことができる漁業集落

環境整備事業が選択され、事業実施の段階では超法規的な対応も行われた。また、事業手法の

検討や用地処理の段階で奥尻町外からのサポートを得ることが出来たことも要因のーっとして

挙げられる。

高台には被災前から町役場の出張所や公営住宅、一般住宅など一定の住宅の集積があり、空

き区画も存在していた。民宿は、低地部の復旧を待たずに復興に伴う需要が発生するため営業

の早期再開が必要とされたため、被災直後から高台の空き区画への移転を行い、営業を再開し

ている。

(2) 分散した住宅地

青苗地区の高台には、防災集団移転事業によって整備された A 団地および望洋台団地、災害

公営住宅として整備された B 団地、漁業集落環境整備事業により整備された C 団地があり、計

4 ヶ所の住宅地に 95 区画と道営住宅 82 戸が整備された。一方、漁業集落環境整備事業で盛土

が行われた旧市街地区には 180 区画が整備されており、結果としてほぼ同じ規模の市街地が、

低地と高台に分かれることになった。

用地の規模だけで考えれば、高台に集約することも可能であったが、高台の安全性を求める

芦と、漁港の近くでの居住を望む芦など多様な住民のニーズに応えた結果と言える。一方で、

人口減少が進み空家も増加する近年の状況を考えると、分散して復興したことで、市街地の密

度低下がより速く進んでいるという側面も否定できない。また、高台のなかでも A 団地・ B 団地

C 団地・望洋台団地と 4つの団地が設けられており、特に A 団地や C 団地は既存の高台集落から

もやや離れている。 A 団地は災害公営住宅に求められる迅速な用地取得、 C 団地は漁集事業の盛

土のための土取り場としての必要性があっての位置選択であったと考えられるが、現在訪問す

ると青苗地区の中心からやや孤立した住宅団地に思われる。

(3) 余剰空間の発生に対する想定と現状

災害公営住宅を建設しでも後に個人で住宅を建設することになるため、公営住宅以外の住宅

地計画ではかなり余剰が発生するような区画数が整備されていた。また、災害公営住宅の計画

においても、その後の人口減少等による空室の発生はある程度予想できていたものの、その点
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に対応することを目指した計画とはなっていなかった。むしろ、青苗地区をはじめとして奥尻

島おいては、人口減少とまちの縮退がこれから向き合うべき課題となっている。

3-6. 参考文献

南慎一、大柳佳紀「奥尻町青苗地区の復興まちづくり計画の策定過程J W都市計画論文集~ No. 33 

(都市計画学会、 1998 年) pp.835-840 

奥尻町「蘇る夢の島? 北海道南西沖地震災害と復興の概要J (1996 年)

北海道 fH5. 7. 12 北海道南西沖地震災害 まちづくり復興計函報告書(第 3 固 まちづくり検討

委員会資料)J (1 994 年)

奥尻町「奥尻町災害復興計画J (1995 年)
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4. 北海道南西沖地震前後の暮らしの変化

ここでは、青百地区の事例を中心に、北海道南西沖地震からの復旧復興を経て、地域コミュ

ニティや人々の暮らしのどのような変化が現れたのか、青苗地区住民の証言をもとに整理する。

4-1.低地部と高台移転の選択

以前青苗地区の高台は、肥溜めなどがある湿地帯であり、西風が非常に強かったために、あ

まり人が暮らすような場所で、はなかったという 。 人口の増加などにより、少しずつ高台に暮ら

す世帯が現れていった。

図 4・ 1 被災前の青苗地区の様子(奥尻島背苗遺跡図版編 1979)

震災後はこ うした高台地区内への一部の住民が移転することになった。 特に、復旧復興事業

関係者の滞在需要を満たすために早期に営業再開の必要性があった旅館や民宿等は、土地造成

に時間がかかる低地部に復旧することができず、多くが高台に移転することになった。 また、

低地部に居住する必要のない非商店主や非漁師などが高台移転を行う世僻の中心となった。 高

台に移転した世帯では、それまで大きな影響を受けることのなかった強風に対する備えを行う

など生活環境に変化が生じたという 。

一方で、商店街ゾーンの設定があったため、商店を営んでいた世帯を中心に して、半分程度

の世帯は低地部での居住を選択した。

4-2. コミュニティの変化

( 1 ) 近所づきあいの減少
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北海道南西沖地震が発生する以前には、青苗地区は強いコミュニティを持っていた。特に低

地部は、新興住宅街的な生活を持っていた高台とくらべて、路地がコミュニケーションの舞台

となり、近所づきあいの多い地域であった。

震災後は、前項で示したように、低地部に暮らしていた世帯の一部が高台に移転するなど、

もともと高台に暮らしていた世帯とお互いに顔なじみとなるまである程度の期聞が必要であっ

た。また、閉じ低地部に暮らしていたころは、顔なじみて、あった人同土が、高台と低地部にわ

かれたことで、顔を合わせる機会が減少していったという。

被災後に一人暮らしの高齢者世帯も増加しているが、こういった方々は、特に外出する機会

が少ないため、高台に移転した世帯の場合では顔なじみを作ることが難しい。木元氏の証言で

は、象徴的な出来事として、震災後にそれまでは発生していなかった青苗地区で孤独死が 2 件

ほど発生しているという。

(2) r区」の果たす役割

こうした中で、近隣世帯聞の連携を保つ上で大きな役割を果たしているのはが、「区」と呼ば

れる町内組織の存在である。青苗地区は、現在は 8 つの「区J に分けられている。もともとは、

岬地区が青首 5 区であったが、震災により高台に 5 区-8 区が設置されることとなった。さらに

区にはゆむという単位が存在し、 2 区(木元氏が区長※ 1 : 66 世帯)は、 7 班に分かれている。

区の主な役割は、全町で行われる「クリーンアップ作戦」と呼ばれる町内のゴミ掃除や草刈

りなどの指導や、回覧板などによって奥尻町や青首地区の情報を住民に周知することである。

青苗地区では、育首支所などに住民は集まっているが、区には決められた集会施設は存在して

いない。

(3) 防災に関する人々の意識の変化

防災意識が北海道南西沖地震の 5， 6 年後くらし、から防災に対する意識が低下していると考え

られる。非常持出袋※2なとやも配布されているが、そのままになっているという。(木元氏証言)

4-3. 商店の変化

(1)青苗地区における震災前の状況

図 4-2 および 4-3 は、津波被災前の青苗地区の住宅の様子を示した奥尻町戸別明細図 (1991)

であるが、県道を中心に住宅が密集し、裏手は品目カミな路地が形成されている様子が分かる。

個人商店や飲食店(図赤色)は、県道沿いを中心に、図 4-2 左側の岬地区や高台の緑がE団

地も含めて、万遍なく立地しており、どこの家庭からも歩いて通うことが出来る距離に何らか

の商店が立地していると見てよい。また、旅館や民宿等の宿泊施設(図青色)も、その他の商
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図 4・2 被災前の青苗地区南側の住宅・商店の様子(奥尻町戸別明細図 1991)
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図 4・3 被災前の青苗地区北側の住宅 ・ 商店の様子(奥尻町戸別明細図 1991)

後の状況

商店街ゾーン

(2) 震災

青苗地区の復興に際して、前述したように、県道沿いに「商店街ゾーン」 が計画された。 「商

店街ゾーンJ が完成してしばらくは、復旧復興に関わる業者が多く働いていたことや被災に よ

る新たに買い揃えるものが多く発生していたことなどによる復興景気で、商店街は盛況であっ

た。 また、自動車利用の増加を見越してか、多くの商店が店の前に駐車スペースを設けたり、

歩道も含めて駐車できるように店舗をセットパックしたりしている。

復興景気が落ち着きを見せはじめた 1998 年頃、青苗地区内に大型商店が出店した。 日常的に

必要な用品をほぼ揃えており、自動車の所有が増加傾向にあったことなども重なって、理容店

などの一部の専門店などを除いた、商店街の各商店は売上を大幅に落としていった。

視察に行った際は、平日の昼間ということもあり、人通りが多くなかった。 商店が低地部の

中心に固まっているために、高台や公営団地などのやや離れた世併にとっては自動車の利用が

前提であると考えられる。 今度、自動車の使えない高齢者世借にとっては負担が増加するもの

と恩われる。

図 4・3 現在の商店街ゾーンの様子

査迫撞誌

4-1 で前述したように、旅館や民宿等の宿泊施設のうち、低地部で被災した店舗の多くは、震

災からの復旧復興作業で島に宿泊する作業員等の需要を取り込むために、低地部が復興するの

を待たず高台に移転し、営業を再開した。 営業再開当初は、復興需要により、活況を呈してい

た。復興需要が落ち着きを見せたのちは、震災後に釣り客や観光客が減少 したことの煽りを受
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けている宿泊施設もあるが、現在は、震災復興関係の視察団やインフラ関係の工事施工者の受

け入れが常に一定数あり、比較的安定した営業が続いている。

ぇ22ft!l.

奥尻島全体では、復興関連の工事を行う作業員などが通う居酒屋などの飲食店が増加した。

こうした需要を見込んで、島外からの出店も多く見られたという。

(3) 商店街ゾーンと宿泊施設の関係について

青苗地区では、宿泊施設の多くが高台に、他業種の主要な商店は低地部の「商店街ゾーン」

にと、互いにやや離れて立地している。港に近くや県道に沿っている「商店街ゾーンJ は青苗

地区の中心として計画されたと思われるが、この付近に、現在も安定した客を得ている宿泊施

設が立地していないのは、適切な肥置とは言えない。宿泊客が、飲食店などの他商店を利用す

ることで生じる波及効果を考えても、宿泊施設が高台に移転してしまったことは、その後の地

区の様子に少なからず影響を及ぼしている。少なからず震災前はそのような好循環があったの

ではないかと推測される。震災直後に、宿泊施設の早期再開が求められたのは仕方がないこと

であった。しかし、高台に移転しようとする宿泊施設が、低地部への復帰を目指し、高台で仮

設的運営ができるような補助や計画のあり方を模索することも必要であったと考えられる。

4-4. まとめ

複数の箇所に高台移転などをする場合には、同じ団地内に似た属性をもっ世帯が集中する可

能性があり、また、一人暮らしの高齢者も増加したことなどから、震災前より日常的な近所づ

きあいが減少したという声が聞かれた。育首地区の事例では、「区」という自治組織が存在し、

コミュニティ形成に一定の効果を発揮していたが、大槌町でも、震災前の地域のまとまりを配

慮した計画づくり、及び自治組織のカを保つ工夫が必要になってくる。

また、高台移転等に伴う店舗や宿泊施設の立地変化が、数年後の地域の活気に大きな影響を

及ぼす。高齢化・縮退社会を迎えた今、商店と住宅街、或は他業種問の空間的関係を考慮する

ことや復旧期の仮設的な営業を積極的に推奨することなど、計画の中に歩いて暮らせる地域づ

くりのための種を埋め込むような長期的視野が求められるだろう。

脚注

1. 青苗 2 区は、区長を選挙によって選出している。区長の任期は連続で務める場合には、 2

期連続4年までとされている。

2. 非常持出袋、防災へノレメットは、義援金の一部を利用し H6 年に奥尻町の全世帯に配備。
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4-5. 参考資料

HP 奥尻島復興資料 http://sim.nilim.go・ jp/Okushiri/document.asp

4-6. 付属資料

青葉荘の女将さんへのヒアリング(聴きとった内容より再構成した)

-震災発生から再開まで

青葉荘の営業は昭和 42 年から始めて、平成 5 年の北海道南西沖地震のあったときは、旅館の

建物の改装が終わって、最後の支払いが 10 月で終わるところだった。昔のものは今より少し大

きかったけど、現在と閉じような間取りになっていた。部屋数 12~3 あって、宴会場も 80 人ぐ

らいだった。

店が津波の被害を受けて流されたあと、札幌に弟がいたので、 7 月末にそっちに移っていたが、

30 日には 200 坪あるから旅館やらないかと行ってくれた人がいたので、すぐに 8 月 l 日に島へ

戻ってきた。土地を確認して、銀行(江差信用金庫)に行ったら、すぐに保証人も私と弟で、

6000 万円まで融資してくれることになった。それまでの(営業・完済してきた)実績もあった

と思う。 200 坪もあるところはなかなかないから、湿地帯だけど、ここで仕方ないかなと思った。

再建に迷いはなかったが、今振り返ればあのときは若かった(当時 45 歳)からできたのだと

思う。今恩えば違う商売もよかったかなとおもった。

他の旅館の方の中には引っ越ししていった人もいる。お嫁さんが青森のほうにいっていた。

それで色々復興してきてから、戻ってきた。 2年ぐらいしてからじゃないかな。みんなこうい

うとこにいられないと思ってでていったんじゃないかな。わたしたちはここで生まれたからで

ていくとかは、考えなかった。

その年の 11 月に地鎮祭をし、翌年の 3 月 10 日に建前、 6 月 20 日にオープンとなった。うち

はそのときはお金がでた。再建に向けて動き出すときは、役場の補助金がでると思っていなか

った。やっているうちに補助が出るという話になったので頂いた。

圃震災後の旅館の様子

震災後 3~4年はすごく景気が良かった。その頃は、 40 人も泊まっていて大変だった。普段

は布団を収納しておく部屋にも、お客さんが寝てたもん。片付けて 5 人も 6 人も寝ていたよ。

どこにも泊まるところがなかったから誰も文句言わなかった。廊下にも寝ていた時もあった。

普通は、朝と夕飯だけだが、お弁当の人も昼食べにくる人もいたりして、お昼も弁当を持たせ

ていた。そのころは使う人も増やしていた。

ここで働いている人は青苗の人。今はみんな新しい人だけど、同級生とか友達とかが多いか

な。一人はケガをして休んでいる。朝来てくれているおばさんは 20 年、 30 年働いてくれている
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人もいる。前は若い人が働いていたけれど、今の人は掃除でもなんでもきれいにゃんないから。

昔の人は年寄りだけど締麗にするから助かっている。

今の場所は、風が強くて、 2 階が揺れる。以前は人が住むところではなかった。再開した当初

はバルコニーをつくって、ジンギスカンでもと思っていたが、風でもっていかれた。下にいた

ときは風とかあんまり関係なかった。そのかわり、ここでは風でとばされるので、雪はつもら

ない。わたしがひとりでも雪かきできるからそれだけは楽で良いんだけど。

昔のお客さんは、観光は 4~10 月まで、一番忙しい時期は 6~8 月だった。あとはお客さんは

ほとんど仕事の関係で、電気、電話、担IJ量の仕事で島に来ている人だった。けっこう年中あっ

た。

今年 (2013 年)の春は暇だった。震災後は春が暇になっている。 6 月にはいうてからは忙し

いけれど。温暖化のせいかわかんないけど、魚も釣れなくなったし。イカだって、あまりとれ

ない。奥尻通り越して、寒いほうに行ったのかもしれない。昔はよくつれたから、釣り客がた

くさんきていたが、釣り人が少なくなった。今、釣り客で多いのは函館あたりから来る人かな。

震災前は秋田からも来ていた。今は随分釣れなくなった。震災後は北電とかで 20 人ぐらいで来

ていた。 2/自 3 日くらいで船釣りをしている。たらがとれすぎて置いていくことも。

魚は組合でやっているけれど、ここ店は漁師から直接仕入れている。どこの旅館もそうだと

思う。イカ買う人、ホッケ買う人、魚種ごとにそれぞれ別の人から買っている。昔は漁港まで

自転車で行っていたのだけれど、今は配達してもらっている。

海水浴については、もっときれいだったので昔はすっとここおりて、泳げたのだけど、いま

は遠浅になって危なくなった。
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5 . 避難行動 と 避難計画

ここでは、北海道南西沖地震で見られた避難行動の特徴を、青百地区住民の証言をもとに示

すとともに、震災後の避難路の計画や防災訓練へ意識の変化について整理する。

5- 1. 北海道南西沖地震における避難行動の実態

(1)北海道南西沖地震時に被災のリスクを高めた避難行動の例

車によって避難を試みた方々の中には、被害を受けた方も多くいた。 特に、県道と高台に上

がる車道の交わる交差点付近では大きな混乱が発生し、犠牲となった方も多かったようである。

また、犠牲にあった方に見られる行動として、何らかの事情により帰宅するというものが見

られたとし、う 。

図 5-1 被災時、避難する車で渋滞した交差点

(2) 過去の災害(日本海中部地震)からの影響

津波への警戒

奥尻島を含めた日本海沿岸は、三陸などの太平洋沿岸と比較して、津波の危険性が少ないと

一般的に語られることが多い。 しかし、北海道南西沖地震が発生する 10 年前の 1983 年に発生

した日本海中部地震の際にも青苗地区には津波が到達しているために、多くの住民が地震発生

直後に津波への警戒心を抱いたと思われる証言が得られた(青百荘の女将と木元氏の証言)。津

波常習地域とは呼ばれなくても、直近に同様の被災経験を有している場合には、その経験が避

難行動を起こす要因になると言える。

津波到達時間の影響

こうした中でも、犠牲者が出た要因として、日本海中部地震時よりも津波の規模自体が大き
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かったことが挙げられる※1。これに加え、日本海中部地震に伴う津波は、地震発生から約 20 分

後に第 1 波が到達し、被害をもたらした第 2波以降は 30 分後に襲ったとされる一方でけ、北海

道南西沖地震による津波は、地震発生からの津波到達時聞が、岬地区では約 5 分後、旧青苗 1-

4 区では 12、 3 分後と早かったo その為に、避難行動をとる意志を示していた人も、「まだ大丈

夫」、「時間的余裕がある」という判断を下し、避難が遅れてしまった人が多かったようで、こ

のことが被害の拡太の大きな要因となった(青苗荘の女将と木元氏の証言等より)。

地震ごとに津波の大きさだけではなく、到達時間が異なるため、経験則から避難までの時間

に余裕があると感じられでも、避難行動は可能な限り迅速に行うことが重要である。

(3) 2 次的な避難所の存在 奥尻空港の役割

低地部から高台に避難した人の中には、奥尻空港に移動し、そこで一夜を明かした人もいた。

北海道南西沖地震は初夏に発生したため、避難者が雪や寒さの影響を受けることはなかったが、

冬場に発生する可能性や高台が孤立する可能性も考えられる。一時的に避難した高台から、室

内で休息をとることができる施設が高台にあること、あるいはそういった施設にアクセスでき

るルートを確保しておくことは非常に重要である。

5-2. 避難路

( 1) 計画の考え方

宣草撞区

北海道南西沖地震が発生する前から、もともと低地部と高台の聞に存在していた道であり、

生活道路として利用されていたものに、手すりを取り付け、案内板・サインを設置するなどし

て、避難しやすさや視認性を高めたものである。(木元氏証言)

また、ドーム屋根を持つ避難路がひとつ建設されており、冬場の避難にも対応している。ま

た、他の避難路とは異なり、ゆるやかなスロープとなっているために、高齢者などが避難しや

すくなっている。

航空写真より分析すると、こうした高台への道路は 50-100m間隔で、存在しており、充分に確

保されているものと恩われる。

生2地阜地区

初松前地区では、山裾にある初松前自治振興会館を避難所として設定しているが、避難路は

更に標高が高いところまで続いており、先には広場が設けられて一時避難所として機能してい

る。松江地区でも、高台への避難階段と案内板を設置している。
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l ーで志1
図 5・2 青苗地区の避難路

図 5-4 避難路入 り口に設置された案内板

(2) 現状と維持管理

日常的利用 止の接点

図 5-3 背苗地区のドーム型避難

図 5-5 松江地区の避難階段

避難道路は現在でも、生活道路の一部であり、高台にある奥尻町役場青苗支所に向かうなど、

低地部と高台を行き来する際に利用 されている。 (木元氏証言)

「区|による維持管理

青苗 2 区では、避難路の異常を発見した住民が、それを区長に報告し、自力での修繕が可能

な損傷であれば、区長を中心に修繕にあたり、不可能と判断すれば町に要望をだして改修を行

ってもらっている。 また、前述した 「クリーンアップ作戦」 の際に、避難路や園周辺の草刈り

を行っており、これらの活動によって、避難路が維持管理されている。

避難路が日常的に利用されており、住民の目に触れる機会が多いこと、区内でのコミュニケ

ーションが活発に行われていることで、迅速な対応が可能となっている。
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5-3. 避難訓練

(1)避難訓練の実施状況

避難訓練は年に 1 ， 2 回のベースで行われているが、木元氏の証言によれば参加者も町内で 1 、

2 割程度と多くないのが現状である。

広報おくしり 2) によると、毎年 9 月 l 日(防災の日)に、町主催※2の奥尻町防災訓練が実施

されている。ただし、近年は、 9 月 1 日が日曜日となった場合は、前後の平日に行うことが慣例

となっているようである。

北海道南西沖地震後最初に町主催の避難訓練が行われたのは、平成 8 年 11 月 6 日(水)であっ

た。この避難訓練には、当時の奥尻町の人口 4， 301 名引に対し、町職員や警察、消防、自衛隊、

土木現業所をはじめとし、約 1 ， 700 名の住民を含め、総勢 2， 500 名が参加した。 9 月 1 日開催と

なった翌平成 9 年も、住民約 1 ， 600 名を含め、総勢約 2200 名が参加している。

平成 10 年、 11 年の実績は不明であるが、平成 12 年には、当初 2 年で行われていた住民避難

訓練が実施されておらず、この傾向が平成 16 年まで続いた。この間の平成 15 年に参加した人

数は、町の人口 3， 643 人 3) に対して 320 名である。

奥尻町防災訓練では、平成 17 年より再び住民の避難訓練が実施されるようになった。この年

は、住民 685 名を含む、総勢 837 名が参加している。最近の平成 24 年の訓練では総勢約 600 名

が参加した。

一方で、東日本大震災後の平成 24 年の訓練より、住民の高台避難訓練に加えて、要援護者避

難訓練が実施されている。青苗地区では、自力避難が困難で、近くに介助できる家族のいない高

齢者の避難を手助けする担当を決められている(木元氏証言)。

(2) 参加状況の変化と想定される要因

島内の住民が減少していることを考慮しでも、防災訓練への参加者が減少していることがわ

かる。当初はまさに島内を上げて訓練を行うという意識が住民間にも存在していたのではない

かと恩われるが、一時は町や関係機関による訓練に重点が置かれるようになるなどの要因によ

って、そうした意識が低下していったのではないかと想像される。

また、訓練が平日に実施されており、働きに出ている若者の参加が少なくなっている。更に、

高齢化が進んでいる奥尻町では若者の補助がなければ避難行動を取れない高齢者が多く、そう

した人々も避難訓練に参加できない状況にあるという。

5-4. まとめ

奥尻町でのヒアリングや研究成果でも明らかになっているが、東日本大震災においても、避
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難時の不必要に自動車利用、あるいは利他的行動や引き返し行動によって、被害が拡大したこ

とが指摘されている。その中で、北海道南西沖地震による被害で、今後の知見とすべきは、津

波到達時間の違いによる被害拡大である。特に津波常習地域において、被災経験がある場合に

せっかく逃げる意思があっても、思っていたよりも早く津波が来襲し、被災するというケース

が想定される。地震ごとに津波の高さだけではなく、到達時間も固有であることを認識し、正

確な情報を入手することを心がけるとともに、何よりもできるだけ素早く避難するこ主が最も

重要である。

一方で、高齢化が進む今後においては、避難訓練を如何に充実させていくかが重要になると

考えられる。日程や時間などの面で、地域の人が参加しやすいように配慮することは当然必要

になってくる。あれほど大きな被害を受けた奥尻町でも、被災して数年後には参加率が低下し

ていることみると、年々地域の方の参加意識が低下してしまうことは受け入れていかなければ

ならない。そこで、避難訓練への参加を促すために、炊き出しの実施や備蓄品の提供などのメ

リットをつけていくことや、あるいは避難時間目標を毎年設定などのやる気を起こさせる工夫

を毎年行っていくことが必要である。

※ 1 日本海中部地震津波では目視波高 3-4m、北海道南西沖地震津波では青苗地区 1 1. 7m 

※ 2 町の防災に関する業務を行っているのは総務部情報サービス係

5-5. 参考文献

1 )南慎一「北海道奥尻町における津波被害について 1983 年日本海中部地震調査報告」日本

建築学会大会学術講演梗概集 1984 年 10 月

2) 広報おくしり

平成 8年 1 2 月号/平成 9 年 10 月号/平成 10 年 10 月号/平成 11 年 9 月号/平成 12 年 10 月

号/平成 14 年 9 月号/平成 15 年 9 月号/平成 15 年 11 月号/平成 16 年 10 月号/平成 17 年 10

月号/平成 18 年 10 月号/平成 19 年 10 月号/平成 20 年 8 月号/平成 21 年 8 月号/平成 22 年 8

月号/平成 23 年 8 月号/平成 24 年 10 月号/平成 25 年 8 月号

3) 国勢調査 (H 7 年、 1 7 年実施)

4) 庚井筒・中村功・中森広道「巨大地震と避難行動ー奥尻島青苗地区で何が起こったか北海

道南西沖地震調査報告(2) J 月刊消防例年 l 月号 pp33-40
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5-6. 付属資料・避難体験の証言

①青葉荘・女将

その日は、旅館で法事の会食があった。化粧品の販売員の人がいたのだが、その人が 22 時頃

に帰ってきた。その時揺れ始めて、普通の揺れでなく、音がすごかった。宴会場に一回逃げて、

なおすごいから表に出てすぐに山の方に、 ドームのところから逃げた。そして、あがってきて

下見たら家がなかったという感じで、東日本大震災の兼北の様子を見て、ああいう感じだった

んだなあと思った。津波の音も覚えていない。弟は一回上にあがったけど車とりにきていた。

あの揺れだったら絶対津波が来ると思って。それまではなんにも災害がない、良い所だなと思

っていた。

南西沖のときは火事もあった。火が出なかったら、半分ぐらいは残っていただろう。火の元

は三箇所ぐらいだと思う。風がすごかった。消防車もはいれないのでただ燃えるのを見ていた

だけだった。高台の上(団地)から火事の様子を見ていたが、煙が団地にあがってきたので、

その場にいられなくて、朝の 4 時頃に空港に逃げた。元々は空港に行こうとは思っていなかっ

たが、そのときの判断でそのようにした。空港にいて、上(高台)にいた親戚が小さいおにぎ

りと塩辛をくれ、避難所の情報を得た。そして避難所の中学校に入った。

うちの親は、糖尿病だったから 2~3 日してからの巡視船で札幌に行った。中学校には 7 月

25 日頃までいて、その後一時札幌に移ったが、 7 月末には旅館再建に関する話をもらったので、

8 月のはじめに島に帰ってきた。

②木元智幸さん

揺れが収まって即逃げた。津波自体は地震発生から 12、 3 分くらいで来ている。緑が丘の団

地の方まで、車を使って妻、息子と娘の 4 人で、逃げた。息子さんが釣りが好きなので、たま

たま近くにあったヘッド歩ンプをすぐに用意して逃げることができた。米岡(空港の近く)の

方に友達(ツボヤさん)がいたので、そこまで逃げた。もともと、そこまで逃げるように家族

の話し合いみたいなものはなかったが、たまたま、団地まで上がった時に、そこ(友人の家)

まで行こうと判断した。

高台に上がるまでの記憶が無く、道が混雑していたということも覚えていないが、車で逃げ

ようとしていた人も多く、交差点で、車が詰まってかなり渋滞したという。逃げる途中に、何

人かには声をかけて行ったことは覚えている。
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6. 震災の記憶継承施設

6- 1. 奥尻島津波館

(1)奥尻島津波館の計画理由と意義

津波館は青苗地区の居住禁止地区に指定された岬地区に建設されている。 津波の記憶を残そ

うという思し、から奥尻町が運営する施設として計画された。 開館当初は映像と立体模型、そし

て屋外に設置しである慰霊碑 I時空朔J のみで構成されていたが、後々写真の展示も増えた。

建設当時の考えとして、あまり装飾は施さず、シンプルな展示構成と出入口を同じにしたコン

パク卜な施設を目指 した。北海道南西沖地震発生時と同日の 7 月 12 日に、慰霊碑「時空朔」の

中心に津波が来た方向を向くと夕日が落ちるという震災を強く意識した仕掛けになっている。

津波館は観光の呼び水と してではなく、奥尻島に来た人々に見てもらうという位置づけにある。

島民の利用状況は、 年に数回ある島民無料入館日を利用して訪れる人はいるが、日常的に利用

する島民は少ない。

図 6-1 津波館入口

図 6-2 津波館前広場
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(2) 津波館の運営状況

津波館の建設費用は国土庁のコミュエティ・アイランド推進事業費から捻出され、整備され

た。 総工費は約 11 億 1900 万円である。事業主体も管理者もともに奥尻町が担っている。 開館

された 2001 年当時は黒字経営だ‘ったが、ここ数年の収支はほぼ同額である。 来場者数はその時

の観光客の人数の推移に比例し、開館当時は約 3 万人だ、った来場者数は開館 して 3 年が経過し、

20 10 年度には l 方 3770 人まで減少した。雇用体制としては、元々漁協で勤めていた女性等を含

む青苗地区のガイドを 3 人雇用しており、他に館長が 1 人いる。始めは語り部として始めたも

のではなく、簡単なガイドのみだ、ったが、来場者の質問に答えている内に、現在は震災当時や

震災後の生活の様子とともに丁寧に説明をしている。

津波館の近くにはお土産屋が一軒あるが、こちらは町有地を町が貸しており、運営されている。

また、多様な事業からの予算が組まれているためか、敷地内には来場者数に比べて洗面所が多

く、普段はあまり使われている様子はない。

6-2. 震災遺構の蔵

35000 

30000 

:::11 I I I I I I I 

二 1 1 ， 1 ， 1 ， 1 ， 1 ， 1 ， 1 ， 1 ， 1 ， 1 ， 1 ， 1
平成13平成14平成15平成16平成17平成18平成19平成20平成21平成22平成23平成24

表 6- 1 津波館の年間来館者数

6-2 . 震災遺構の蔵

漁港付近に残された蔵は、震災直後は持ち主が慰霊堂として活用するつもりだ、った。 持ち主

は青苗地区で戦前より続く商店主である。震災直後は持ち主も解体する意向を示していたが、

青苗地区内の御堂周辺に住んでいた住民とその遺族が 「慰霊堂が欲ししリと持ち主に依頼した

ことにより、持ち主の考えに変化があり、蔵の保存の動きが高まった。 立ち退きの際に移転立
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退料を支払う予定だ、ったが、奥尻町としては海沿いの一体的な漁場整備を行うため、移転補助

費と解体費の負担する代わりに持ち主に刻して撤去を依頼していた。 しかし、持ち主の強い意

志があったこと、周辺住民約 20 名から嘆願書が提出されたため、奥尻町も撤去を断念し、依頼

を撤回 した。 現在、施設は使われておらず、漁業倉庫が隣接している。 その後持ち主が自費で

曳家し、蔵は内陸寄りに移転した。 しかし、慰霊碑 「時空朔J が建設されたこと、震災前は御

堂の周辺に住んでいた住民も被災後は道営住宅など各地へ移動したため、慰霊堂を必要とする

意見が次第に沈静化した。元々慰霊堂の慰霊は年に 1 度 しかないため、日々の管理が課題であ

った。また施設の管理は始めから保存に反対していた町が行う意向はなく、持ち主が行わけな

ければなかった。 慰霊堂利用の運動が沈静化したのち、持ち主も他の住民が必要とする芦を感

じなくなったため、町にもう一度解体費の負担を求めたが、町は初期段階で持ち主が町の主張

に沿っていなかったため、断った。震災前は海沿いに立地していて海側からよく見えていた蔵

も現在では内陸寄りに位置しているため、その存在を以前より認識しづらくなっている。

図 6-3 現在使われていない蔵

図 6-4 震災前の蔵を含んだ風景[定池祐季氏撮影]
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図 6-5 震災直後の蔵を含んだ風景[定池祐季氏撮影]

6-3. まとめ

震災の記憶を風化させないために、伝承するための施設を設ける時に、広島の原爆ドームの

ような震災遺構を保存するか、長崎の平和公園内の平和祈念像のように新たな施設あるいは記

念碑を設置するかで意見が分かれるところである。奥尻町の場合は、震災遺構はうまく活用さ

れず、新たに建設された津波館のみに資金や町としての復興の思いが注力されたことが明白で

ある。

大槌町において赤浜地区の観光船はまゆりの復元や大槌町町役場の保存などの取り組みがあ

ることを考慮:すると、奥尻町の震災の記憶の継承のための施設の運営、管理という点において

以下のことが挙げられる。

①震災を風化させないという意志のもと何らかの施設を建設したり、残したりするためには財

政のパ ッ クアップと、そのための行政との充分な連携が不可欠である。

②観光の呼び水として震災遺構や記念館に頼るのはかなり困難なため、運営側はあくまで訪れ

た観光客に伝えるという意識を持っておく必要がある。

6-4. 参考文献

(1)定池祐季 「奥尻町に学ぶ、防潮堤建設とその後の影響j

http://seawall. info/pdf/09-120914-sadaike-l. pdf 

(2) 河北新報ニュース 「焦点、/津波被災 1 8年北海道 ・ 奥尻島/レポ/早期復興、情報共有が鍵J

http://www.kahoku.co.jp/spe/spesvsl07J/201J092002.htm 

(3) 国土交通省都市局公園緑地 ・ 最観課 「東日本大震災に係る鎮魂及び復興の象徴となる都

市公闘のあり方検討業務 報告書 第 4章過去の戦災、自然災害等からの復興を祈念又は記念

する施設等調査J

http : //w附.mlit. RO. ip/crd/park/ioho/dl/fukko/data/kakonofukkol.Ddf 
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7. 漁業を中心とした産業

ここでは、北海道南西沖地震前後の産業(主に漁業)の変遷や復旧事業、その後の滞、港の整備

事業などについて整理する。

7-[，水産被害と漁業の変遷

(1)水産被害

項目

漁船沈没流失

漁船破損

共同利用施設

その他の施設

漁具(網)

その{也

計

件数

421 

170 

49 

405 

938 

4 

1, 987 

被害金額(千円)

3, 037, 900 

313, 986 

1, 122, 921 

877, 043 

950, 525 

571 , 478 

7 
6, 873, 853 

表 7-1 水産被害(建築学会シンポジウム「創・奥尻島津波被害からの復興 20 年」より)

(2) 漁獲量、漁獲高の変遷

年別 数量 金額

平成4年 6, 290 1, 436, 800 

5 年 2, 637 729, 496 

6 年 2, 386 437, 734 

7年 3, 529 724, 484 

8 年 4, 415 878, 380 

9 年 5, 866 1, 107, 004 

23年 2, 815 935, 856 

24年 1, 690 686, 277 

表 7-2 漁獲量、漁獲高(単位:数量トン、金額千円)の変遷(建築学会シンポジウム「創…奥

尻島津波被害からの復興 20 年」より)

被災した直後の平成 5、 6 年の漁獲量・漁獲高はともに大きく落ち込んでいるが、この要因と

しては水産被害(漁船や共同利用施設など)があったことと、ウニ・アワビなどの漁業資源回
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復のために被災後 2 年間の禁漁を決めたことが考えられる。その後平成 9 年には被災前の 8割

程度まで戻っているところを考えると、被災後の糖、業資源への対応としては評価できるのでは

ないかと考えられる。

またここ 2年は平成 9年に比べて減少してきている。この理由の 1 っとしては漁業資源の変

化(かつての主要漁業資源であったスルメイカ・ホッケ等回遊魚の不良、ナマコ単価高騰など)

に漁業者や販売体制の方が対応できていないということがあるという。

(奥尻町水産農林課横田稔氏)

(3) 短期的な産業の変化を考慮した復興計画

上述した被災後 2 年間の禁漁(ウニ・アワビなど)の問、仕事のなくなった漁業関係者は復

興事業を担う建設業に従事するなどした。復興景気で短期的に需要の高まった建設業がそうし

た漁業者の雇用の受け皿となり、その後再び漁業に戻っていったことなど、復興計商において

短期的な産業の変化の可能性を考慮していた。

7-2. 復旧事業の状況

共同利用漁船の整備 建造:磯船 193 計 258 隻

和船 35

漁船 21

購入:漁船 9

共同利用施設の整備 資材倉庫 2 棟 計 18 棟

ウニ作業施設 11 棟

漁具保管施設 5棟

表 7-3 共同利用漁船・施設の整備(建築学会シンポジウム「創・奥尻島津波被害からの復興 2

0 年」より)

(1) 共同利用施設の早急な整備

復興計画の素案から国土交通省北海道開発局が介入していたため、開発局からのアドバイス

により漁師に必要なものとして共同利用施設をいち早く建設した。共同利用施設である漁船漁

業用作業保管施設ができると、漁師が一日中使うようになった。この共同利用施設の整備主体

は道であり、利用者にリースをする形となっている。

被災後は、津波発生時にイカ漁などで沖に出ていた漁師はやもめとなってしまい、精神的に
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非常に落ち込む状況となってしまったが、そうした漁師達にとって共同利用施設のような手を

動かすことができる仮設的な就業の場が整っていることは精神的にも良いものであった。 こう

した早急な漁業者の精神面でのケアは、その後の復興計画策定での合意形成において漁業者の

建設的な姿勢を導いたと考えられる。

(奥尻町総務課長

図 7-1 共同利用施設(漁船漁業用作業保管施設)内部

(2)復興基金による漁船整備

災害復興基金の農林水産業復興支援として 12 の事業の中から、奥尻町復興基金補助対象船が

整備されるなどした。

被害の多かった 5t 未満の漁船については、その建造に対して建造費のうち国・道が各 1/3 補

助し、残り1/3 のうち 2/3 (全体の 2/9) は「共同利用漁船建造及び利子補給事業J により助成し、

購入者の負担は1/9 の支払いですんだ。 また中古漁船購入については国の補助がない中で道の

2/3 補助と「共同利用中古船購入費助成事業j により、建造同様の支援が行われた。 これら漁船

は共同利用であるため、最新鋭の FRP 船となり整備の充実と相まって漁業の生産性向上を図る

契機となることが期待された。
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図 7-2 奥尻町復興基金補助対象船

こうした 5t 未満の漁船への手厚い支援に対 して、 5t 以上の漁船には適用されないことへの不

満が一部の漁業者から出た。

災害当時イカ漁で沖に出て被災 していない漁船の多くが 20 年以上の老朽船で、こうした船に

も支援してほしいという要望があり、こうした漁船に対しても「漁業復興特別助成事業j とし

て 2/3 の補助が行われた。 しかし、被災していない船に対して補助金が出るのはおかしいとい

う声も一部あった。

(奥尻町総務課長竹田氏)

7-3. 青苗漁港修築事業

人工地盤「望海橋」 の建設

青苗漁港区域内に北海道開発局の設計 ・ 施行で人工地盤が建設され、平成 8 年度着工し平成

1 2 年 10 月に約 27 億円かけて完成した。

幅約 30m、長さ約 160m、海面からの高さが 7. 7m の構造物。 津波発生時の漁業者等の一時避難

場所であり、 5 カ所の階段から地盤上部に避難できる。 また、地上階を漁業従事者の作業スペー

スとして利用できる施設となっている。

図 7-3 青苗漁港人工地盤「望海橋」 図 7-4 人工地盤上部と下部をつなぐ階段

施t生区主義 漁港区 居住区 iIi台

防潮堤

アクセス道路による連m

蹴聞の鵬山Ll 漁港用地 ! 生活地区 Ja 生活地区 ー|
園園園園田. .  

図 7-5 青苗漁港断面図
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(国土交通省北海道開発局 HP http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/archives/より)

図 7-5 の断面図からもわかる通り、このような人工地盤の建設は、防潮堤建設による漁港施設

と背後集落問 (D. L+6. Om) との段差解消およびアクセスの利便化を配慮したもの、また津波到

達時間(南西沖地震)が約 3 分であり、漁業従事者の 3 分以内での避難を可能としたものであ

った。

7-4. 防潮堤による漁場への影響

防潮堤建設によって、海洋生物に必要な栄養素を含んだ表層地下水が海に流れ出なくなり、

磯焼けが生じたという話もあるが、漁場が今までとは別の場所へと移動してしまっただけだと

いう話もあり、防潮堤による漁場への影響は今後考えていかなければならない事項である。

7-5. まとめ

被災後の漁業資源の減少から 2 年間の禁漁措置を取ったが、これはその後の持、獲高・量の増

加という結果だけでなく、被災後の短期的な雇用の融通を可能にしたことなどからも評価でき

る措置であった。また、漁船や漁港の共同利用施設の援助を国の助言により素早く手厚く行っ

たことで、漁業の産業としての再建だけでなく被災者でもある漁業者の精神的な支えともなり、

復興計画策定における漁業者の参加を促した。そして、防潮堤が持、場への影響や人工地盤のよ

うな巨大な構造物を生む一因となっている可能性を、三陸地方での防潮堤建設において考慮す

べきであるのではないか。

7-6 参考文献

2013 年日本建築学会シンポジウム「創…奥尻島津波被害からの復興 20年」配布資料

国土交通省北海道開発局 HP http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/archives/ 

奥尻町「蘇る夢の島!北海道南西沖地震災害と復興の概要J (1996 年)

農林水産省農林水産政策研究所 HP

http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/project/pdf/zirei3.pdf 
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8. 奥尻島調査の総括

最後に、北海道南西沖地震からの奥尻島復興計画から二十年経た現在の現地調査、ヒアリン

グなどによって得られた知見を整理しておきたい。

8-1.復興計画における人口減少への意識

復興計画策定において、少なくとも、人口減少は、課題としてどう「意識」されたのだろう

tJ'? 

課長へのヒアリングの中で、震災復興は人口減少まで視野に入れられるようなことではない、

という主旨の発言があった。当時の議論としても、住まい手の意向による復興計画の再考や査

定はあったが、町費の支出を抑えなければならないという努力や意忘は見当たらず、それより

も、漁港施設、県営住宅や道路などを含む公共施設全般を充実させようとしていたようだ。

縮退が広く社会で認識されるようになったのは 2000 年代以降で(夕張市の破綻が 2007 年)、

二年後の阪神淡路大震災後には、むしろ大再開発事業が志向され、ようやく NPO が注目された

時代背景をふまえると、縮退をこの契機に何とかしようという発想がなかったことは当然とも

いえよう。このような傾向は、農水省(水産庁)や国土交通省北海道局(離島振興)の手厚い

支援が震災前からあり、島唄としては延長上にあるものだったと理解できる。

そうした状況lの中で、商店を集めてまちの中心をつくったという点は注目される。コンパク

トシティの先駆けともいえるがそれを標傍したのか、商店主の不安な声への対応が重要だった

のか、様々な要因があろうがその按分は不明だ。少なくとも、理髪店主からは、この方向性の

提示によって店舗をまちなかで早く再生しようと決断したという証言を得ている。そこには震

災前から青苦地区をよく知る職員が計画者側にいたのだろう。

また、結果的にはまちの中心ができたし、商店主らの再起も促す効果があったといえる。

8-2回復興計画による安全性の向上

以下、復興計画による成果を、社会的環境と物理的環境の両面からみておく。

(1) 社会的環境

震災直後には「奥尻島防災ハンドブック」の全戸配布もあったが、最近での防災意識は非常

に低くなっている。しかし、南西沖地震のときに既に、揺れたらすぐに高台に上がることは当

然だった、という声もあった(理髪店店主、青葉荘女将)ように、防災訓練には参加しなくて

も、少なくとも震災津波経験者(この場合は日本海沖地震)は、どうすれば良いかは体の中に

叩き込まれているといえる。しかし、地震発生から津波襲来までの時間は全く読めず、むしろ

直前の記憶が重視されがちであることをふまえれば、南西沖地震の直後である今は避難意識が

49 



高まっている時期だと捉えられる。

しかし津波常襲地帯ではないため、南西沖地震の被害を、世代を超えて継承できる何らかの

装置は極めて乏しい(この点は 9-4 で後述)。

高齢や身体の理由で避難できなかった人 (1 章の表 1-2 におけるア))が(数は把握できてい

ないが)多かった。さらに、南西沖時よりも今や将来におけるア)層の増加は確実だ。

(2) 物理的環境

低地部の居住が(半島の先)なくなり、高台に移転した分は、安全になっている。高台には

公営住宅もできた。

低地部と高台をつなぐ避難路も、南西沖地震の前からあったとはいえ、より安全なものとし

て整備されたといえよう。

防潮堤もできた。

漁港施設も、二年の禁漁期間を経て、作業小屋なども整備されると同時に、堤外であっても

望海橋などが後年設置されたことで、就労環境としての機能と安全性が、より高次元で担保さ

れているといえよう。

公共空間、外部空間については、なめらかにつながないと、道路と海沿い低地部の問の段差

や誰も使えない大きな空き地を維持管理することは極めて困難である。そのような土地は荒れ

地となっていくので創出することは避けるべきだといえよう。

一方で、日常的な避難路空間は、町内会によってケアもされているようで、空間の大きさと

無理なく使える立地が重要だ。ただし町内会組織も高齢化していることを考慮すると、新たな

維持管理の仕組みやそれに合った空間のあり方を再検討すべきときがくる。

8-3. 奥尻町の復興計画による知見と二十年を経た課題

(1)産業を考慮した復興計画

漁業の二年間の禁漁措置が他の雇用との融通の可能性をふまえてとられたことや、商店を集

める、土地利用をいちはやく決定して商店街の再生をはかったこと、奥尻ワイナリーのように長

期計画の中で地場の資源、を最大限活用する産業を興したこと等、産業を育成する意志が実現し

た。

二十年を経て、漁業の不振や商店街の落ち込みは生じているものの、人口減少と同様に復興

計画がどれほど影響しているのかは不明である。

(2) 物理的環境のマネジメント計画の必要性

復興計画によって形成された物理的環境は、より頑健性を増した。しかし、そのことが既存
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の社会的ネットワークを変容させ、弱めたものといえる。特に、被災の記憶が薄れるであろう

ことは予測できる。

総じて、低頻度大規模災害としての津波が次にあったことを想定すると、 1993 年の被害より

も小さく抑えられると期待できる根拠は乏しい。国(北海道開発局)や道の日常的な業務の変

化は把握できでいないが、町は職員の数を低減せざるを得ない状況にある。にも関わらず、高

齢化した町民が必要とする援助は大きくなっていることが予測される。公助共助自助いずれの

点からも脆弱性は増していると捉えられる。

今後は、人口縮退の状況をリスクとして認、識したうえで、現在の物理的環境のマネジメント

計画を策定して実施していく必要があるだろう。ここでマネジメント計画とは、インフラスト

ラクチャーだけで、なく、公営住宅等の建築物の修繕や改善の他、日常的な利用を担保する商店

街の中心伎の維持方策や有効な避難計画も含む。特に、北海道南西沖地震のときとは、日常的

に自動車を使うようになったなどのヒアリング結果もあり(一方で、当時から草はよく使って

いたという証言もあり)移動形態の変化を把握することが、マネジメント計画を策定するため

には重要だろう。

8-4. 東日本大震災の被災地における復興計画の今後に向けての知見

(1)避難計画

高齢者の方の日中時(家族と一緒にいない時)の避難の方法や、低地部における居住状況(特

に、高齢者の独居世帯、二十年を経て高齢者になった低地部居住者がどれ位いるか)の把握は

必要である。それによって、そうした高齢者を抱える家族がどれ位いて、どのような自助、共

助、公序が可能かという具体的な対応策も検討できる。つまり、家族や近所を助けようとして

亡くなった方々も減らせる。

釜石では中学生への避難訓練の浸透が、釜石の奇跡と報道される状況をもたらした。中学生

の意識改革は家族への影響力も非常に強く、当日の小学生の避難誘導にもつながり、地域避難

の牽引役を担った。

一方、奥尻町などの高齢化がさらに進んでいる地域では、中学生の数も限られており、高齢

者の避難教育も、社会的環境の脆弱性がどんどん高まっていくこれからますます重要といえる。

震災前のコミュニティが相当程度濃密だったが、今は鍵をかけての外出が普通になり、声か

けも少なくなった(青葉荘女将、少なくとも高台における居住地に対して)という状況をふま

えると、共助の意識は薄くなったのかも知れない。

(2) 被災遺産

公助についても、災害を積極的に記憶しておくべきものとして建設された博物館(津波館)
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は日常生活の行動範囲からは遠いところにあり、周辺の公園も利用されているようでもない。

そのような公の役割は限定的なものとして捉えておく必要がある。

海岸沿いの被災倉庫も、結局活用の目途が立っていない。 被災を伝えたし、から残したいとい

う所有者の想いと周辺住民の想いについては、 多様であるかも知れず、 まず丁寧に理解する必

要があるのだろう 。 さらに、計画としての土地利用の考え方に反映できるのか否か、すなわち

個別の建造物を被災遺産として共有できるのか、否かを整理する必要があるだろう 。

(3) 高台移転を補完するもの

高台移転を行うならば、高台への新たな入居者(被災者でもあり、新規居住者でもあるので、

これまでのコミュニティとは異なっている こ とを理解しておく必要があるかも知れない)、それ

らの新規居住者を受け入れる側の既存居住者、それぞれの層に対して要望を丁寧に把握すると

共に、 二つの層が適切な形で、ネ ッ ト ワークを形成できるような支援が必要である。空間的な仕

掛け、 町内会的な組織、その両者などの方策が考えられるだろう 。 さらに低地部に残って再建

する方々のコミュニティは規模が縮小することによってどのような影響が生じ得るのか、それ

が好ましくないなら抑止軽減のあり方を議論して実現する方策を検討する必要があるだろう 。

復興計画の実現に前後して、こうした点は議論しておく必要があるが、同時に、状況は大き

く変わり得るので、数年毎のモニタリングも重要であることが、奥尻調査の結果、指摘できる。

(4) 広域計画

北海道南西沖地震による奥尻島/町への被害 と 、東日本大震災による東北地方一帯への被害

との大きな差の一つは、規模である。 東 日本大震災後の復興では、復興が競争的になる可能性

があるので、広域の中で、「この来落J を復興することが大切だという何らかの位置づけが必要

とされる。 奥尻ではそのような動きは見られなかった。

表 8- 1 各衆落の人口変容 ( 1993 年 6 月、 1994 年 3 月、 201 3 年 8 月)

2000 

1000 

。

8 9 10 
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1 稲穂

2 宮滞
3 球浦
4 奥尻
5 赤石

6 松江

7 富里
8育苗
9 米岡

10 湯浜



8-5. 補遺.今後の作業/研究課題

(1) 防潮堤や公営住宅などに対する住民意識の把握

海との関係性や、戸建て住宅志向などを考えると、必ずしも防潮堤や公営住宅などに対して

住民の意見が一つにまとまっていたとは思いづらい。実際に出来上がってみてから日常生活へ

の影響は想像していた以上に大きかった可能性もある。

さらに、人口縮退が奥尻町だけではなく、日本全体のものとして問題化されるようになった

今となっては、こうした大規模もしくは維持管理にコストがかかる公共事業(他に漁港関係施

設や道路整備事業など)に対して意見も変化している可能性がある。

しかし、今後しばらくの聞は、人口や経済的規模の縮小傾向が変わらないであろう地域は多

いことをふまえれば、いくつかの時点(たとえば、策定前、策定後、実際に当該物件が出来上

がった時、そこから 5年/20 年を経た時など)での住民意識を把握することには意義がある。

(2) 空間と社会的ネットワークの関係性

震災前後において、たとえば青苗地区内部では、家と家の狭い隙聞がなくなり付き合い方が

変化してしまったことや、自動車に乗る人が増えたことなどは、コモンズとしての空間の変容

といえるだろう。避難路を含む斜面地は、花畑などになっており、そこを使わない人でも青首

地区の風景として認識を共有しているかも知れない。

一方で、神社の配置(おそらくは境内のあり方など)は震災前後を通じて変わらないもので、

氏子集団としてのつき合い方は変わっていないのかも知れない。

高台と低地部の関係も含めて、地域の環境や空間構造の変化と社会的ネットワークの関係性

については深く理解し、分析する必要がある。

(3) 事前復興の重要性

東日本大震災にかぎらず、今後の事前復興計画の重要性が示唆される。なぜなら特に一次産

業を中心とする集落部においては縮退傾向にあるため集落問で調整をして縮退の悪影響を抑止

低減する必要があると考えられるからだ。

どのような事前復興計画が共有されるべきなのか、また都市部における事前復興の重要性は

違った意味を持つのか、等、考察が必要である。

※当時の担当が長く勤めていらっしゃったので、今回は詳細なヒアリング‘が出来たが、東日本

大震災の場合は他県市町村からの応援職員も多く、記録としてまとめておく必要性がある。
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